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「新型コロナウィルス感染症に対応したメディアを利用して行う授業」に関するガイドライン(案)

農林環境専門職大学

令和３年２月 17 日現在

１ 目的

大学における授業に関する法令上の規定に従い、「新型コロナウィルス感染症に対応した、メディアを

利用して行う授業」に関する本学のガイドラインを定める。

２ 授業の実施方法

対面授業が困難な場合は、下記の手法のいずれかまたは双方を利用して実施する。

【同時双方向型】

Teams、Zoom 等を用いて、当該授業の時間帯にリアルタイムで配信する授業。同時かつ双方向に行

われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所において履

修させるもの。

【オンデマンド型】

メディアを利用して講義内容を教授し、学生の理解度を把握したり、学生からの意見や質問に応対す

ることで、十分な指導を併せ行う授業。当該授業の時間帯での学習が望まれるが、限定はしない。毎回

の授業の実施に当たって、当該授業を行う教員が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の

適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うもの

であって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの。

すなわち、いずれの手法とも、

①担当教員から学生に教材や課題の提示がある。

②学生からの課題提出の機会、および提出課題に対する担当教員からのフィードバックがある。

③学生の意見交換や質問の機会が確保されている。

以上の３要件を満たしていれば、教室授業（面接授業）に相当する教育効果が担保されると考えられる。

３ 授業形態ごとの取り組み方

【講義】

対面授業が困難な場合、Teams、Zoom 等を用いて、当該授業の時間帯にリアルタイムで配信し、同

時双方向型の授業を優先して実施する。しかし、該当する全学生の Web 環境が整っていない場合は不

公平となるため、オンデマンド方式を活用する。媒体は PowerPoint、動画等を利用するが、一方方向とな

らないよう、学生の理解度を把握したり、学生からの意見や質問に応対することで、十分な指導を併せ行

う授業とする。教室以外の他の学内施設で学生が利用できることも考慮する。前述の３要件を満たしてい

ることを前提に、教員は各自工夫して取り組む。遂行上の問題等が生じた場合は教務委員会で協議し、

その指示に従う。

本大学作成の「遠隔授業マニュアル」を参照。

【実習・演習】

対面授業が困難な場合、学内実習・演習については可能な限り動画や静止画等を駆使し、オンデマン

ド形式を主体とする授業を行う。他の授業との重複を避けるため、原則的に当該授業の時間割時に視聴

させることとするが、限定はしない。視聴後速やかに学生の理解度を把握したり、学生からの意見や質問
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に応対することで、十分な指導を併せ行う授業とする。遂行上の問題等が生じた場合は実習圃場委員

会または教務委員会で協議し、その指示に従う。

本大学作成の「遠隔授業マニュアル」、「動画作成方法」を参照。

【臨地実務実習】

本大学の臨地実務実習先は個の経営体を想定しており、臨地実務実習要領に基づき、受け入れ先と

十分な理解を得て実施することになる。このため、受け入れ拒否は想定しにくいと思われるが、コロナ対策

を万全に期すとともに、事前打ち合わせにおいて受け入れ先から十分に理解を得て実施する。学生につ

いてもコロナ対策を十分に周知させる(臨地実務実習のコロナ対策について(仮)別紙)。

事前協議が成立せず、当該履修時期に受け入れが困難な学生が出た場合、臨地実務実習委員会

における協議を経て、他の時期の休日等を利用するなどで実習時期をフレキシブルに対応することも可

能とする。さらに困難な場合は、学内圃場等による代替実習も可能とするが、本来の実習先の経営概要

の調査や撮影動画等を視聴させるなどして大規模経営を想定した実習となるよう配慮する。実習途中で

の問題の浮上等、個別案件が十分想定されるため、遂行上の問題等が生じた場合はその都度、臨地実

務実習委員会で協議し、その指示に従う。

本大学作成の「遠隔授業マニュアル」、「動画作成方法」を参照。

４ 教育効果の担保について

＜教育効果が担保できない事例×＞

昨年度、撮影した自身の授業の映像を配信した。それをもって授業 1 回分とする。 → ×

(メディアを利用した講義内容の教授だけでなく、その後、学生の意見・質問・コメントなどに対応できるよ

うにする必要がある)

＜教育効果を担保できる事例〇＞

YouTube 動画を見てもらい、あらかじめオンライン上にアップロードしておいた、自分で授業中に行って

いるのと同じ内容の解説を読んでもらう。学生には演習課題をやってもらい返信させる。対応に困る質問

やコメントがあったら対応する。 → 〇

(このケースは「オンデマンド型」に該当する。授業担当者が、学生に授業の目標や学ぶべき事項、課題

を提示して学習させるのであれば、他人が作成した教材を用いても問題ない。ただし、面接授業に相当

する教育効果を有することを前提とする)

５ 参考資料(いずれも共有フォルダ内)

(1)遠隔授業マニュアルを参照

共有フォルダ(¥ファイルサーバー¥教職員共有用¥令和 2 年度¥遠隔授業)

1) 授業の教材資料を送付して、自習してもらう。

2) 授業の教材資料に音声の説明を付けて視聴してもらう。

3) 録画された通常の授業を視聴してもらう。

4) オンラインでリアルタイムの授業を受けてもらう。

(2)動画作成方法を参照

共有フォルダ(¥ファイルサーバー¥教職員共有用¥令和 2 年度¥遠隔授業¥動画作成方法)

(3)コロナ禍における実習・実験の実施について(他大学における実習・実験の取組事例)を参照

共有フォルダ(¥ファイルサーバー¥教職員共有用¥令和 2 年度¥遠隔授業)
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参考法令

大学における授業に関する法令上の規定①

○大学設置基準（昭和 31 年 10 月 22 日）

第二十五条

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとす

る。

２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところ【※】により、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
【※】平成 13 年３月 30 日文部科学省告示第 51 号「メディアを利用して行う授業」について
通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多
様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において面接授業に相当する教育効
果を有すると認められるもの。
１．同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場
所において履修させるもの
２．毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当
該授業を行う教員もしくは指導補助者が当該授業の終了後速やかにインターネットその他の適切な方法を利用す
ることにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関す
る学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

第三十二条

５ 前四項又は第四十二条の十二の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条

第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

○短期大学設置基準

第二十五条

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとす

る。

２ 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

第十八条

３ 前二項又は第三十五条の十第一項若しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数

のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあって

は三十単位、修業年限が三年の短期大学にあっては四十六（次条の規定により卒業の要件として六十

二単位以上を修得することとする短期大学にあっては三十単位）を超えないものとする。

第十九条

３ 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科

（以下「夜間学科等」という。）に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定

にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
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大学における授業に関する法令上の規定②

○令和２年度における大学等の授業の開始等について（令和２年３月 24 日高等教育局長通知）

大学設置基準第 32 条第５項等の規定により、卒業の要件として修得すべき単位のうち、遠隔授業の

方法により修得できる単位数については、大学院及び通信制の大学を除き、60 単位（修業年限が２年の

短期大学にあっては 30 単位、修業年限３年の短期大学にあっては 46 単位、中略）を超えないものとし

て上限が設定されているところ、面接授業の一部を遠隔授業によって実施する場合であって、授業全体

の実施方法として、主として面接授業を実施するものであり、面接授業により得られる教育効果を有する

と各大学等の判断において認められるものについては、上記上限の算定に含める必要はないこと。

○大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて（令和２年６月５日高等教育

局長通知）

本来授業計画において面接授業の実施を予定していた授業科目に係る授業の全部又は一部を面接

授業により予定通り実施することが困難な場合において、（中略）①大学設置基準第 25 条第１項は、主

に教室等において対面で授業を行うことを想定しているが、今回の特例措置として、面接授業に相当す

る教育効果を有すると大学が認めるものについては、面接授業に限らず、自宅における遠隔授業や授業

中に課すものに相当する課題研究等（以下、「遠隔授業等」という。）を行うなど、弾力的な運用を行うこ

とも認められること。（中略）②上記特例的な措置として認められる遠隔授業等は、同条第２項の規定に

よる遠隔授業ではなく、同令第 32 条第５項の規定は適用されないことから、同規定の 60 単位の上限に

算入する必要はないこと。

○本年度後期や次年度の各授業科目の実施方法に係る留意点について（令和２年７月 27 日高等教

育局大学振興課事務連絡）

新型コロナウイルス感染症への対応のため、次年度の遠隔授業の実施についても、引き続き、60 単位

の上限への算入は不要とする特例措置を講ずること

○大学等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について

（令和２年９月 15 日高等教育局長通知）

７月事務連絡等においてお示ししている特例的な措置として認められる遠隔授業は、十分な感染対策

を講じたとしても面接授業を実施することが困難である場合に限り実施可能であること。

○大学等における新型コロナウイルス感染症の徹底と学生の学修機会の確保について（令和２年 12 月

23 日高等教育局長通知）

６月通知、７月事務連絡、９月通知等、累次にわたってお示ししている遠隔授業等の実施に関する特

例的な措置は、新型コロナウイルス感染症への対応として、以下の事項を踏まえたうえで、大学設置基

準第 25 条第 1 項に規定する面接授業の特例として弾力的な運用が認められるものであることから、各

大学等におかれては、本特例の適用に当たっては、改めて、以下に掲げる事項に御留意ください。

・遠隔授業等の実施に関する特例的な措置として認められる遠隔授業等は、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により、本来授業計画において面接授業の実施を予定していた授業科目に係る授業を予定

通り実施することが困難な場合であって、十分な感染症対策を講じたとしても面接授業を実施することが

困難である場合に限り実施可能であること。

・遠隔授業は、同時かつ双方向に行われるものや、毎回の授業の実施に当たって当該授業の終了後す

みやかに指導を併せ行うもので、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの
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など、いわゆる同時性又は即応性を持つ双方向性（対話性）を有し、面接授業に相当する教育効果を有

すると認められるものであること。
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令和３年２月 16 日

コロナ禍における実習・実験の実施について

１ 文部科学省への照会結果

第 12回評議会での協議を受け、文部科学省に対し以下のとおり確認。

＜照会＞

令和２年６月５日付け「ガイドライン」では、「実技・実習の取扱い」について、「面接授業に

相当する教育効果を有する遠隔授業により代替しつつ、各大学等において面接授業が不可欠と判

断するものについては、後期・次年度以降に実施するなど実施時期の後ろ倒しにより対応するこ

とが考えられる。」とされている。

本学でもこの趣旨にそって検討するものの、臨地実務実習において、受入れ先企業から受入れ

を拒否される等により企業等での実習ができないケースが発生した場合には、学内実習又は遠隔

授業により対応することを大学において判断したいと考えるがよろしいか。

＜回答＞

大学において判断する。

２ 他大学における実習・実験の実施状況

＜① 可能な限り対面で実施＞

○年間計画（時間割）を組みなおし、前期予定の実験・実習で、後期に移設できるものは移設す

るなどして時期をずらして実施。

○必要最小限の実験実習を実施可として対応。

○複数の教室をオンラインでつなぎ、教室内の学生数を制限して実習を実施。

○受講者をグループ分けし、45 分で入れ替えて作業と講義を実施。

○受講者を少人数単位にグループ分けし、同じ内容の実習を複数回行うことにより３密を避けて

実施。

○プログラム内容を大幅に見直し、密になるような実習はやめ、屋外だけで成り立つ実習に組み

直して実施。

○午前中は遠隔授業で講義を行い、午後にコロナ対策をしながら対面で実習を実施。

＜② オンラインと対面を併用して実施＞

・実習の予習と復習にはオンラインを使い、現場での実習をメインに開催。

・宿泊実習を見直し、かなり内容を圧縮しての対面日帰り実習を複数日設ける形で対応。事前に

オンラインで説明動画を視聴させ、当日はできるだけ作業に時間を割いた。

また、例年行っているデータの解析や討論は、帰宅後にオンラインで実施。

・学生に対し、対面かオンラインでの参加かについて希望調査し、対面を希望した学生を実習場

所の許容人数内に収めるためにグループ分け。通常の内容のうち、事前の説明などは全てビデ

オを作成し事前視聴させることにより、対面での実習時間を削減。これにより、時間をずらし

てグループ分けした学生に実習を実施。オンラインで参加の学生には、対面の実習の様子をリ

アルタイムで配信し、質問やディスカッションに参加してもらう。ブレイクアウトルームを用

いて小グループでの意見交換、発表をする。

関連資料　119



・オンラインで予め実験や実習の内容を説明し，残りの半分の時間で 1回の人数を半減させてキ

ャンパス内の圃場，伊勢原の農場で実習。

＜③ 自学自習での代替、オンラインでの実施、学外実習を学内実習へ振替など＞

○学内実習

・農業実習について、やむを得ず自学自習スタイルを取り、家庭やアパートでもできるような手

法で実施。

例年、稲作関連（田植え・草刈りなど）、畑作物生産、食品加工（ジャムつくりなど）をそれぞ

れ農地や加工室で行っているが、Ｒ２前期は稲や野菜の種、培養土をセットしたものを各人に

郵送し、自宅やアパートで牛乳パックに種まきさせて、発芽から収穫まで、自学させ、これら

の過程についてレポートを課した。毎週、時間割で設定した時間帯に報告させたり、生育に関

する講義を行ったりした。

食品加工は、各人に家庭でできそうな加工品（パンやジャムなど）のレシピを渡して、製作さ

せ、レポートを課した。

家畜の扱いはできなかったので、農場の風景や牛や豚の飼育状況を映像化し講義時間帯に見せ

た。

・パワーポイントで実習する内容の技術等について資料を提示し、その内容を学生が確認後、レ

ポート提出を課した。

・教員が実験しているところを動画に撮り、レポート課題とともに配信。

・予め作成した音声付きパワーポイントを学生ポータルにアップし，各自で視聴させレポート提

出を課した。作業内容を説明し，結果の例などを提示し，それを題材に考察してレポート提出。

・新入生と研究室学生に対する演習は，Zoom を使ってホームルーム的な感じで実施。

○学外実習

・座学、レポート、外部ビデオの視聴によるポスター作成に振替。加えて、実習の代替となる実

験を２種類ほど別途実施。

資格（教員、人工授精師）関連の時間数に見合う部分は実地での実施を担保。

・臨地実習は、約 1/3 が受入れ中止となり、他施設にお願いできなかった一部の学生は、学内で

振替実習を実施。（学会作成の栄養士養成施設向け有料配信プログラムを利用）

・病院にあたって確認後、受け入れができない場合の実習については、学内実習で対応。時間数

などを削減することなく、学内への振替で対応。内容としては、学内で人形を使った実習およ

び、ＤＶＤセットなどを購入し、代替。看護学部は領域ごと対応が異なるが、授業を基本オン

デマンドで学ばせて、できる限り実習体制を確保。

・農村研修（通常は宿泊を伴う）をオンラインで実施。教員のみが現地に赴き、インタビューを

ライブ中継又は事前収録の内容をオンデマンドで視聴。

ゼミ研修（通常は宿泊を伴う）は、現地の協力者にインタビューをライブ中継又は事前収録し

た動画の視聴（現地協力者が事前収録）で対応。現地協力者のスマホを Zoom でつないでインタ

ビュー。

・水族館や動物園とビデオをつないで、職員との意見交換やバッグヤード見学などを実施。

・飼育している乳牛，肉牛，豚，鶏の品種の説明と作業内容について，音声付きパワーポイント

を視聴させた。

・実習系の農家 on-line 授業は、教員がそれぞれ工夫をして実施。

関連資料　120



実習先予定であった農家の基礎的な技術に関して教員が紹介した上でセミナー形式による授業

を実施。

農家も on-line で参加する方法をとっている。その授業では、農家の生産物を事前に学生に配

布したうえで、その調理方法に関する動画を作成し、実際に学生が調理をして授業の素材とし

ている。また、協定しているスーパーの担当者に当該生産物の流通・販売について on-line で

話してもらっている。

・農村・農家調査実習において、学外の方と Microsoft Teams や Zoom などのオンラインで結び、

講演・講義をしてもらうなどで代替。

○海外実習

実習先国の大学に在籍している大学ＯＢの教員が、教材を工夫して、on-line での実習を実施。

＜④ その他＞

技術職員（日々の家畜（100 頭以上）管理を担っている）の感染をいかに減らすかが課題。実

習のほとんどの部分を教員だけで担うようにし、学生から職員への感染の確率を低くするよう

に配慮。また、教員と技術職員との接触もできるだけ減らすよう業務体制を見直し。（例：農場

内会議を対面から全てメール会議へ変更）
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静岡県農林環境専門職大学 短期大学部 「プロジェクト研究」 履修ガイド 

 

 

１ 授業科目の概要       

 

科目コード 配当年次 単位 
授業科目名 プロジェクト研究 

JTH56901J 2 年 2 

担当教員 （短期大学部）全教員 

 
(1) 「プロジェクト研究」の概要 

 本科目はいわゆる「卒論」であり、本学における学修の集大成として位置づけられ、これまで

の本学での学修成果を土台に、学生各自が指導教員と設定した研究テーマ（課題）に対して主体

的に学修・研究を進め、成果物（成果発表、論文）を完成させる授業科目です。通年で2単位で

あることから最低限60コマの履修時間が必要であり、週1コマで2年次通年の授業となります。

コースや実習専攻により時間割が異なるため、時間割には記載せず、指導教員と日程や時間調整

を行って実施します。本科目は定められた履修時間以外の空き時間等も有効に利用して、各自が

責任をもって栽培・飼育等を行うことで調査データを取得します。ここが他の科目とプロジェク

ト研究との大きな違いになります。 

研究テーマは、生産現場を想定した問題解決に関連したものであれば、領域、目的、手法は問

いません。最終成果物は、別に定める論文の形式で提出します。また、学科全体としてのプロジ

ェクト研究発表会を実施します。 

本科目は1年間（実質は11か月）という限られた期間で栽培、飼育等をし、調査研究を進め、

規定（本文10,000字以上 概ねA4版×10～12枚程度）の成果物としてまとめるため、調査研究

中だけでなく、開始前の情報収集や綿密な研究計画等をしっかりと行う必要があります。 

実施計画書の作成に際しては、指導教員や実習担当教員と十分相談し、試験場所も含めて調整

してください。 

 また、事前の準備として、文章の書き方や論文のまとめ方を理解しておく必要があります。参

考文献を、下記に示しました。  
 1)『レポート・論文の書き方入門』河野哲也、慶応大学出版会、2002 年 
 2)『新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原喜康、講談社現代新書、2009 年 
 3)『この 1 冊できちんと書ける！論文・レポートの基本』石黒圭、日本実業出版会、2013 年 

 

(2) 到達目標 

これまでの学習成果の総まとめとして、与えられた課題を解決する能力の習得を目標としてい

ます。本科目での研究活動を通して、自ら進んで学修・研究することの意義、自ら論文を仕上げ

た達成感、学問研究と「思い入れ」に対する「探究心」の重要性についての理解等を深めます。 

本科目は、本学における学習の集大成です。本学の卒業生として十分な評価を受けるに値する

論文を作成してください。 

 

 

２ 受講期間とスケジュール   

(1) 受講期間 

開講時期 2021 年 4 月 

受講期間 12 か月(実質 11 か月程度) 
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(2) スケジュール 

月 2～3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

年間ス
ケジュ
ール 

             

 

 

３ 研究活動について      

(1) 研究テーマ 

「プロジェクト研究」は、農林業の生産現場におけるリーダーとしての資質を身に付けるため、

現状の課題をみつけ、それを解決し、説明するという、一連の活動を通して、課題解決能力を身

に付けるものです。 

1年次の圃場実習等の学修を通して得た知識・技術・経験をもとに、取り組みたいテーマを考

えます。短大では、20名の教員が分担して学生の指導にあたります。それぞれの教員の専門分野

及び各教員が学生に勧めたいテーマを、５指導教員一覧（表２、別添）に示します。 

 

(2) テーマと指導教員の決定 

基本的には、学生自らがテーマを考えます。担任(実習担任)とテーマについて相談しながら、

テーマの守備範囲にある指導教員が指導します。また、テーマを設定するにあたり、その周辺に

ついて既存の知見を知っておく必要があります。過去の研究成果等を実習担当教員や指導教員の

指導を受けながら調べ、自分の研究テーマを決めることが重要です。ただし、本学の教育内容と

大きく異なったテーマは実施できません。また、指導教員については、テーマが教員の専門分野

である限りにおいては、極力、学生の希望を優先しますが、一部の教員への過度な集中やテーマ

の内容により調整する必要があるなど、学生の希望に添えない場合があります。 

 

(3) 研究計画の作成 

テーマが決定したら、研究の具体的な実施計画を作成します。指導教員に相談しながら、圃場

試験の規模、調査方法を明確にします。また、学生は実習担当教員にも計画書を提出し、圃場の

利用や管理方法等を相談する必要があります。研究計画を作成するときには、当然、具体的な試

験規模や圃場マップの設計も必要となります。このとき、論文や発表会にて最終的にどのような

図表を示していくのか等を想定して研究計画を設計することが重要です。 

 

(4) 研究の実施 

コースや実習専攻、あるいはテーマにより、実施の時期、方法は様々です。指導教員や実習教

員と十分相談しながら進めます。 

 

 

４ 成果の発表と評価      

 「プロジェクト研究」の単位は、後述する①取り組み姿勢、②発表審査、③論文審査によっ

て評価します。 

 

(1) 発表会 

発表会は令和4年2月中旬（2/16､17､22）を予定し、学科全体で実施します。発表会は別に定

める規程により実施し、学科長から指名された短大教員は規程に基づき個々の評価をします。 

テ ー マ 設 定 栽培飼育等・調査・データ整理・まとめ 
発表原稿 
〆切 

発表会 
論文提出 
〆切 

指導教員決定 研究計画策定 
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＜発表会の進め方＞ 

1) 発表時間は10分とし、質疑応答時間を5分とする。 

2) 発表はPowerPointで行う。 

3) 目的、材料および方法、結果、考察の順序で、論文の構成に沿ってプレゼンする。 

4) 発表会にはプレゼンの他、発表要旨（A4版両面１枚、図表含む）を作成し配布する。 

 

(2) 論文 

論文は令和4年2月末を提出〆切とします。指導教員は論文審査をします。別に定める規定によ

り評価します。 

 

＜プロジェクト研究論文作成要領＞ 

1)用紙はＡ４判とし、１頁当たり字数は１行４０字、３０行とする。 

2)上下余白25mm、左右余白25mm、フォントサイズ明朝体１０．５ptとする。 

3)頁番号は下部中央に記載する。 

4)作成要領は園芸学会の「園芸学研究」に準拠する。 

5)原則としてWordを利用し、プリントアウトとする。 

6)完成頁数は、表紙・目次を除いて１０頁（含図表等）以上を目安とする。 

7)表紙には、提出年度、静岡県農林環境専門職大学短期大学部卒業論文、テーマ、学科・コー

ス名、学籍番号、氏名、指導教員名を記入する。 

8)提出の際、「発表要旨」もいっしょに綴じこむ。 

 

＜評価基準等＞ 

(1) 評価の視点は、本学部の教育研究の目的と学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の⑤※の能

力とする。 

（※修得した専門知識と技術を駆使して栽培、林業、畜産の各分野の生産現場における課題を

探求し、解決に必要な情報を収集･整理する手法を理解している。） 

(2) プロジェクト研究では、共同による作成を認めない。なお、同一の研究目的・対象・方法に

よる共同研究の場合は、学生各自が独自のテーマを設定し、重複しない内容にしなければなら

ない。 

(3) プロジェクト研究の評価基準は、表１（別表１）及び以下のとおりとする。 

 

1) 取り組み姿勢(配分30点)。 

プロジェクト研究に供する60コマ分の日程・時間及び研究状況等を指導教員と連絡調

整し、逐次指導を仰ぐなど、自発的・計画的にプロジェクト研究に取り組んでいるか。 

2) 発表評価(配分30点)。 

発表時間、発表態度、発表方法、発表内容、質疑応答は良いか。 

3) 論文評価(配分40点)。 

テーマの設定が適切に行われているか、目的・材料及び方法が適切に明示されているか、

先行研究の検討が十分に行われているか、引用や注記が適切に行われているか、プロジ

ェクト研究論文作成要領を満たしているか、論証の過程や研究結果（図表含む）が明快

で論理性が認められるか、要旨の内容が適切であるか。 
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表１ プロジェクト研究の評価基準 

評価基準 

評価指標 
期待してい

る以上 

（５） 

十分に満足

できる 

（４） 

やや努力を

要する 

（３） 

努力を要

する 

（２） 

相当の努力

を要する 

（１） 

評価 

比率

（％） 

（取り組み姿勢） 

プロジェクト研

究の意義を理

解し、問題解

決能力を高め

るために自発

的・計画的に

取り組むこと

ができる。 

プロジェクト研究の

意義を十分理解

し、自発的・計画

的及び積極的にし

っかり取り組むこと

ができる。 

 

プロジェクト研究の

意義を理解し、自

発的・計画的に取

り組むことができ

る。 

 

 

プロジェクト研究

の意義を理解

し、指導を得て

概ね自発的・計

画的に取り組む

ことができる。 

 

プロジェクト研

究の意義を理

解できるが、

指導を得ても

自発的・計画

的に取り組む

ことができな

い。 

プロジェクト研究

の意義が理解で

きず、指導を得

ても自発的・計

画的に取り組む

ことができない。 

 

30 

（発表評価） 

プレゼンテー

ションの手法

を理解し、実

行できる。 

プレゼンテーション

の手法を理解し、

作成・発表および

質疑応答・議論す

ることが十分でき

る。 

 

プレゼンテーション

の手法を理解し、

作成・発表および

質疑応答すること

ができる。 

 

 

プレゼンテーショ

ンの手法を理解

し、作成・発表

することができ

る。 

 

プレゼンテー

ションの手法

を理解する

が、ソフトを使

用して明解に

発表すること

ができない。 

プレゼンテーショ

ンの手法が理解

できず、ソフトを

使用した発表が

できない。 

 

30 

（論文評価） 

課題の目的、

材料と方法、

結果及び考

察について、

論理的に成果

をとりまとめる

ことができる。 

テーマの設定、目

的、方法、図表、

結果及び考察をし

っかり明示し、論

理的にまとめること

ができる。論文とし

ての価値が高い。 

 

テーマの設定、目

的、方法、図表、

結果及び考察を

明示し、論理的に

まとめることができ

る。 

 

テーマの設定、

目的、方法、図

表、結果及び考

察を明示し、ま

とめることができ

る。 

 

目的、方法、

図表、結果及

び考察を明示

することができ

るが、成果を

まとめることが

できない。 

 

目的、方法、結

果、考察が明示

できず、成果を

まとめることがで

きない。 

 

40 

 

＜評点等＞ 

(1) 各評価指標の結果を総合してS（100～90点）、A（89～80点）、B（79～70点）、C（69～

60点）、D（59点以下）の評定をもって判定し、S、A、B、C、を合格とする。 

(2) 届出手続き、期間などの条件を満たさない場合は、不合格とする。 

(3) 他人の論文や作品の無断使用が認められた場合は、不合格とする。 

(4) 指導教員は、プロジェクト研究の評価を採点提出締切日まで提出しなければならない。 

(5) 指導教員が認めた場合、審査の途中で、学生に対して修正を求めることができるものとする

が、採点提出締切日は遵守しなければならない。 

 

なお、学生は、プロジェクト研究の開始時に「プロジェクト研究ルーブリック」（別表１）を

理解し、指導教員によるフィードバックを受けながら、研究に取り組む際の指標とする。指導教

員はプロジェクト研究の実施過程において発表や論文を指導する際に記入し、到達度を学生に逐

次フィードバックする。 

 

＜表彰＞ 

(1) 発表評価等に基づき、優秀賞を教務委員会で選考し、教授会に提案し決定する。 

(2) 総数で、6名まで表彰できるものとする(最優秀賞1名、優秀賞5名)。 

(3) 最優秀賞と優秀賞には、賞状と副賞(図書カード等)を贈呈する。 

(4) 表彰は、卒業式に行うものとする。 

関連資料　224



別表１

期待している以上
（5）

十分に満足できる
（4）

やや努力を要する
（3）

努力を要する
（2）

相当の努力を要する
（1）

コミュニケーショ
ン
（10）

教員や学生間で常に気
持ちの良い挨拶ができ、
教員との報告・連絡・相談
を恒常的に行っている。

教員や学生間で気持ち
の良い挨拶ができ、教員
との報告・連絡・相談をよ
く行っている。

教員や学生間で挨拶が
でき、教員との報告・連
絡・相談を行うことができ
る。

教員や学生間と挨拶を
し、教員との報告・連絡・
相談を行うよう努力すべ
きである。

教員や学生間と挨拶がで
きず、教員との報告・連絡・
相談が行えない。

活動
（10）

活動日・時間を守りなが
ら、集中して計画的に取
り組んでいる。

活動日・時間を守りなが
ら、よく取り組んでいる。

活動日・時間を守りなが
ら、取り組んでいる。

活動日・時間を守ってい
ないことが時々ある。

活動日・時間を守っていな
い。

ディスカッション
（10）

指導教員と有意義な議論
をいつも行うことができ
る。

指導教員との議論をよく
行える。

指導教員との議論を時々
行える。

指導教員と議論を適切に
行えない場合がある。

指導教員と議論することが
できない。

話し方
（5）

十分に明瞭な言葉を使っ
て丁寧に説明しながら、
熱意が伝わるなどのア
ピールがある。

ある程度明瞭な言葉を使
い、丁寧に説明してい
る。

一部に不明瞭な説明が
ある／もう少し丁寧に説
明する必要がある。

説明が不明瞭である／
説明の仕方に改善の余
地が大きい。

説明が不明瞭である／説
明の仕方を理解していな
い。

スライド
（5）

提示するデータや文字を
注意深＜選択し、ポィント
が大変わかりやすい。

提示するデータや文字が
適切で、ポィントを理解で
きる。

提示するデータや文字が
おおよそ適切で、ポィント
をある程度理解できる。

一部のデータや文字を見
直して、ポィントが理解で
きるように改善する必要
がある。

提示するデータや文字を全
体的に見直して、ポィントが
理解できるようにする必要
がある。

時間
（5）

指定された時間に合わせ
て、発表時間を柔軟に調
整できている。

指定された時間で発表を
終えている。

おおよそ指定された時間
を守ろうとしているが、若
干ずれている。

指定された時間を守るた
めに、スライド量の調整
や発表練習が必要

指定された時間が全く守ら
れていない。

成果の提示
（5）

研究の成果を十分に説
明し、その価値を良＜ア
ピールしている。

研究の成果と価値をよく
説明できている。

研究の成果と価値をおお
よそ説明できている。

研究の成果と価値の説
明に不十分な部分があ
る。

研究の成果と価値の説明
の仕方ができてない。

論理性と客観性
（5）

発表のテーマと流れが明
確である。説明を論理的
に展開し、説得力があ
る。

発表のテーマと流れを把
握でき、論理的な説明を
行っている。

発表のテーマと流れは把
握できる。説明が論理的
になるように若干工夫が
必要である。

発表のテーマを明確にす
る必要がある。説明が論
理的になるように修正が
が必要である。

発表のテーマが不明確／
説明の論理性ができてい
ない。

質疑応答
（5）

質問内容を理解し、適切
な回答と議論が十分にで
きる。

質問内容を理解し、適切
な回答ができる。

質問内容を理解し、回答
をすることができる。

質問内容は理解できる
が、回答内容が不十分で
ある。

質問内容を理解できない／
回答できない。

誤字・脱字
（5）

十分に良く推敲されてい
て、たいへん読みやすい
文章である。

推敲されていて、読みや
すい文章である。

誤字・脱字はないが、一
部に修正したほうが良い
字句がある。

誤字・脱字があり、著者
による推敲が必要であ
る。

誤字・脱字がたいへん多
く、著者による大幅な推敲
が必要である。

要約
（5）

背景・目的・結果・結論を
全て含み概要を十分理解
できる。

背景・目的・結果・結論を
全て含み全体像を把握
できる。

背景・目的・結果・結論を
全て含むが全体像が若
干把握できない。

背景・目的・結果・結論の
いずれかが欠けている。

要約が無い/「背景と目的」
や　「結論」と同じ文章であ
る。

背景と目的
（５）

背景/目的を参考文献を
挙げながら、合理的にわ
かりやすく説明している。

背景/目的の説明を参考
文献を挙げながら、説明
している。

背景/目的の説明を参考
文献を挙げながら、ある
程度行っている。

背景/目的の説明が不十
分である。参考文献を参
照していない。

背景／目的の記述が無
い。

研究手法
（5）

研究の手法をわかりやす
く記述し、目的達成のた
めの道筋が明らかになっ
ている。

研究の手法をわかりやす
く記述し、全体像と詳細
まで示している。

研究の手法を記述し、全
体像と詳細まで示してい
る。

研究の手法の記述が不
十分であり、全体像/詳
細が不明である。

研究の手法の説明が無
い。

図表と結果
（5）

読者が理解しやすいよう
に工夫され、本文で十分
に説明している。

読者が理解できる図表
で、本文でよく説明してい
る。

読者が理解できる図表
で、本文である程度説明
している。

表現・体裁に問題があ
る。本文の説明が不十分
である。

図表に誤りがある。

データの考察
（5）

データに対する深い考察
を行い、文献を引用して
発展的に議論し、「目的」
を十分達成している。

データに対する考察を行
い、文献を引用して議論
し、「目的」をある程度達
成している。

データに対する考察を行
い、「目的」をある程度達
成している。

データに対する考察を
行っているが、目的を達
成するには不十分であ
る。

データに対する考察が無
い。

結論と今後の課
題
（5）

得られたことを漏れなく良
くまとめ、「目的」に対応し
た結果を発展的に述べて
いる。

得られたことを漏れなくま
とめ、「目的」に対応した
結果をよく示している。

得られたことを漏れなくま
とめ、「目的」に対応した
結果を示している。

得られたことを全てまと
めていない/「目的」に対
応した結果になっていな
い。

結論が記述されていない。

引用文献
（5）

論文の論旨を組み立てる
ために十分な量の参考文
献を挙げて適切に参照し
ている。

十分な量の参考文献を
挙げてよく参照している。

参考文献の体裁は正し
く、本文での参照方法は
適切である。

参考文献の体裁や、本
文・図表での参照方法が
不十分である。

参考文献が不足している。
本文・図表で参照していな
い。

プロジェクト研究　ルーブリック

学籍番号　　　　　　　　　　　　　（学生）氏名　　　　　　　　　　　　　　　記入日（学生）　　　　　　　　　　　　　　　（教員）氏名　　　　　　　　　　　　　記入日（教員）

学生はプロジェクト研究の開始時にルーブリックを理解し、指導教員によるフィードバックを受けながら、研究に取り組む際の指標とする。
指導教員はプロジェクト研究の実施過程において発表や論文を指導する際に記入し、到達度を学生に逐次フィードバックするために用いる。

評価

区分 評価項目
自己
評価

教員
評価

評価
（点）

取組 30

発表 30

論文 40
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